
　※注　　　申請代表者は、審査会に出席し
事業の目的及び内容、助成金の
使途等の説明をお願いします。

交付決定 不 採 択 採 否 の 通 知

事業終了後１ヶ月以内

交付決定額の範囲内

助成金額　確定通知

請求書（様式あり）

口 座 振 込

◆　交付額の確定他

　　◎　収支決算　（報告書提出）　の結果、助成対象経費が申請時より減少した
　　　　場合、助成決定額が減額変更となることがあります。

　　詳細につきましては、下記にお問い合わせください。

  〒　781-8123　高知市高須３５３－２　（高知県立美術館内）
財団法人高知県文化財団 企画課
TEL 088-866-8006 / FAX 088-866-8008

助成金の請求

助成金交付申請書の提出

  審　　　　査　　　　会

　 書　　類　　選　　考

（参考）　　申請から助成金交付までの流れ

申請から、助成金交付までの流れは次のようになっています。

助成金の交付

事　業　の　実　施

事業実施報告書の提出

(日時は追って連絡します。)

助 成 金 の 額 の 決 定


